
令和６年 11 月 22 日 

練馬区長 前 川 燿 男 様 

 

練馬区特別職報酬等および 

議会政務活動費審議会 

会 長 加 藤 政 春 

 

 

区議会議員の報酬の額ならびに区長、副区長の給料の額 

および額の定め方の適否について（答申） 

 

 

令和６年 11 月 11 日付け６練総総第 977 号により、練馬区特別職報酬

等および議会政務活動費審議会条例(昭和 39 年９月練馬区条例第 34 号)

第２条第１項の規定に基づき練馬区長から諮問のあった「区議会議員の

報酬の額ならびに区長、副区長の給料の額および額の定め方の適否」に

ついて、別紙のとおり答申します。 

また、区議会議員、区長ならびに副区長の期末手当の額および額の定

め方の適否について、意見を申し述べます。 

 

 

㊢ 



 
 

 
 
 
 

区議会議員の報酬の額ならびに区長、副区長の給料の額 

および額の定め方の適否について  （答申） 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和６年 11 月 22 日 

 
 
 
 
 
 
 
 

練馬区特別職報酬等および議会政務活動費審議会 



練馬区特別職報酬等および議会政務活動費審議会 委員 

 

会  長  加 藤  政 春 

会長代理  今 井  勝 人 

委  員  井 戸  勤 

委  員  小野田  清 一 

委  員  小 林  明 隆 

委  員  重 田  敏 光 

委  員  髙 橋  八 映 

委  員  田 村  初 惠 

委  員  三 宅  泉 

委  員  矢 﨑  一 郎 
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区議会議員の報酬の額ならびに区長、副区長の給料の額 

および額の定め方の適否について     （答申） 

 

 

第１ はじめに 

当審議会は、令和６年 11 月 11 日、練馬区長から「区議会議員の報酬の額ならび

に区長、副区長の給料の額および額の定め方の適否」について意見を求められた。 

この諮問を受けて、各委員が区民の代表としての自覚と責任をもって、公平かつ

不偏の立場から、慎重に審議を行った。 

現在の練馬区の特別職の報酬等の額は、令和６年２月 16 日の当審議会の答申に

基づき改定されたものである。同答申では、報酬等の額は、今後は、特別区人事委

員会勧告（以下「勧告」という。）を基に額を改定することとし、改定等に当たって

は、他の特別区の改定状況等も参考とすることが妥当であるとした。「改定の実施

は、勧告後、速やかに行うことが望ましく、また、他の特別区の多くが区議会の第

四回定例会において必要な条例改正等を行っていることから、今後は同様の対応を

検討されたい。」との意見があった。 

本審議に当たっては、令和６年度の勧告、区の財政状況、他の特別区における特

別職の報酬等の額の動向、現在の社会経済情勢等を参考にし、さらに区民感情等に

配慮するなど、総合的に勘案して、慎重に審議を重ねた。 

その結果、当審議会は、全委員一致でつぎの結論を得た。 

 

第２ 本  文 

１ 練馬区議会議員の報酬の額および区長等（区長および副区長をいう。以下同じ。）

の給料の額の定め方は、現行の定額をもって定める方式が妥当である。 

２ 練馬区議会議員の報酬の額および区長等の給料の額は、つぎのとおりとするこ

とが妥当である。 

⑴  議員の報酬額 

議  長    月額  920,900 円（現行 月額  912,700 円） 

副 議 長    月額  794,300 円（現行 月額  787,300 円） 

委 員 長    月額  684,100 円（現行 月額  678,000 円） 

副委員長    月額  652,700 円（現行 月額  646,900 円） 

議  員    月額  622,300 円（現行 月額  616,800 円） 
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⑵  区長等の給料額 

区  長    月額 1,151,600 円（現行 月額 1,141,400 円） 

副 区 長    月額  920,900 円（現行 月額  912,700 円） 

 

なお、改定の実施時期については、令和６年 12 月１日とすることが妥当である。 

 

第３ 説  明 

１ 改定の必要性について 

⑴ 当審議会における特別職の報酬等の額を定める際の基本原則（平成 18 年２

月９日付け特別職報酬等審議会答申より） 

① 額の改定に当たっては、特別職の職務内容とその責任の実態を考慮すること。 

② 額の改定に当たっては、社会経済情勢の状況、練馬区の財政状況、行政需要、

一般職の職員の給与改定状況等を考慮すること。 

③ 区民感情等の世論の動向を考慮し、他の特別区と比較して突出しない額とす

ること。 

④ 額の定め方については、議会や当審議会における審議を通じて、民意の反映

と客観的で公正な議論を担保するため、「定額方式」とすること。 

⑤ 額の算出方法については、区長等の職責から判断し、区長等の給料の額が一

般職の最高号給を受けることとなる者の額を下回ることのないように定める

こと。 

⑥ 各特別職間の報酬等の額の比率は他区の状況を参考として定めること。 

⑵ 特別職の職務と責任 

練馬区は、区政の目指すべき将来像を実現するため、これまでの政策を着実

に継続・発展させながら、区政をさらに前に進め、区民生活をより豊かにする

施策にさらに力を入れていかなければならない。 

こうした中で、区長等の職務は、さらに広範にわたるとともに増大しており、

職務の遂行に当たっては、より高度で迅速な判断が求められ、その職責は極め

て重くなってきている。 

これは、区議会を構成する議員についても同様であり、区民の代表として住

民要望を的確に区政に反映させるため、議会開会中のみならず、閉会中も各委

員会を頻繁に開催するなど、積極的な活動が行われている。 

また、議案、請願・陳情等、議会で審議する案件も広範多岐にわたり、その

役割と責任は、ますます重大なものとなっている。 
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⑶  我が国の社会経済情勢および練馬区の財政状況 

国は、令和６年 10 月の月例経済報告において、景気の現状を、「一部に足踏

みが残るものの、緩やかに回復している。」とし、先行きについては、「雇用・

所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くこと

が期待される。」としている。賃金については、「定期給与及び現金給与総額は、

増加している。実質総雇用者所得は、持ち直しの動きがみられる。」としている。 

また、東京都区部における消費者物価指数の令和５年 11 月から令和６年 10

月までの平均値は、前年同月比で 2.3 パーセント上昇している。 

こうした状況において、練馬区の財政は、依然として予断を許さない状況が

続いている。特別区財政調整交付金などの歳入は、現時点では増加傾向にある

ものの、歳出は、区の判断で抑制・削減が困難な義務的経費が予算の５割以上

を占めるなど、区財政の自由度は低いものとなっている。 

⑷ 一般職の職員の給与改定状況 

令和６年 10 月９日の勧告は、一般職の職員の給与について、公民較差 11,092

円（2.89％）を解消するため、初任給、若年層に重点を置きつつ、全ての級及

び号給で月例給の引上げを行うこととし、特別給（期末手当・勤勉手当）の支

給月数については、0.2 月引き上げるとした。練馬区を含む各特別区は、この勧

告に従って、一般職の職員の給与の引き上げを行う予定である。 

⑸ 練馬区と他の特別区との報酬額等の比較 

練馬区における令和６年６月１日現在の報酬額等を、他の特別区と比較した

場合、区長の給料の額は、23 区中 13 位、議員の報酬額は５位となっており、期

末手当の年間支給月数は、区長は 21 位、議員は 20 位となっている。それらを

合わせた年間支給額は、区長は 20 位、議員は 16 位となっており、いずれも他

の特別区と比較して下位となっている。 

 

以上を踏まえ、当審議会は、全員一致で、各特別職の報酬等の額を改定すべき

であるとの結論に達した。 

 

２ 報酬等の額の算出方法 

昨年度の審議会答申を踏まえ、報酬等の額の算出は、勧告に基づき行うものと 

する。報酬等の額については、昨年度と同様に、管理職（５・６級）の改定率と

同率の改定とし、期末手当の支給月数については、一般職員の期末・勤勉手当と

同様の引上げとする。 
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また、副区長等については、従来どおり、区長の給料月額を基本として、各特

別職間の比率に基づき各職の額を算出する。 

 

３ 令和６年度の改定内容 

⑴  特別職の報酬等の額 

今回の勧告では、管理職（５・６級）の改定率は 0.9％となっていることから、

同率の改定とすることが妥当である。 

⑵  期末手当 

今回の勧告では、一般職員の期末・勤勉手当の支給月数は、0.2 月の引上げと

なっていることから、同様の引上げとすることが妥当である。 

 ⑶ 改定の実施時期 

改定は、勧告後、速やかに行うことが望ましい。昨年度は、第四回定例会で

最多の 13 区が条例改正を行っており、審議会答申で、「同様の対応を検討され

たい。」との意見があった。また、今回の審議会においても同様の意見があった。 

したがって、今年度から職員の給与改定と同時期の第四回定例会で条例改正

を行うことが妥当である。 

改定の実施時期については、昨年度条例改正を行った他の特別区のうち最多

の区（報酬等は５区、期末手当は 11 区）が 12 月１日を適用日としていること

を踏まえ、同日を実施時期とすることが妥当である。 

なお、一部の委員から、「今年度の報酬等の改定は、第四回定例会での条例改

正となり、他の多くの区と同じ時期である。そのため、詳細な改定状況等の把

握は難しいが、引き続き、他区との均衡を図るため、今後、他区の動向等を確

認されたい。来年度以降も他区の改定状況の把握に努め、必要な場合には算出

方法の見直しを検討されたい。」との意見があった。 

 

第４ おわりに 

当審議会は、議員および区長等の各特別職がそれぞれの職責に応じて適正に職務

を遂行することが真に区民の負託にこたえる唯一の方法であり、そのためにもそれ

ぞれの職務とその職責に応じた処遇がなされるべきものであると考える。 

特別職各位におかれては、それぞれの職責の重要性を十分認識され、区民の信頼

と負託にこたえるべく、今後とも円滑な議会運営と効率的な区政運営の実現に向け、

さらに一層の努力を傾注されることを切に望むものである。 


